
- 1 -

調
査
室
規
程

（
昭
和
四
十
一
年
五
月
二
十
八
日
会
規
第
十
四
号
）

平
成
二
四
年
一
二
月

七
日

改
正

第
一
条

調
査
室
は
、
司
法
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
。

第
二
条

調
査
室
に
室
長
及
び
嘱
託
若
干
名
を
お
く
。

第
三
条

室
長
は
、
嘱
託
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
。

第
四
条

嘱
託
は
、
事
務
総
長
の
推
せ
ん
に
基
き
、
会
長
が
委
嘱
す

る
。

第
五
条

嘱
託
の
任
期
は
、
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
委
嘱
の
際
に

事
務
総
長
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。

第
六
条

嘱
託
は
、
会
長
の
求
め
に
よ
り
、
本
会
の
会
議
に
出
席
し

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
一
二
月
七
日
改
正
）

１

第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

第
五
条
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
嘱
託

の
当
該
委
嘱
に
係
る
任
期
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


